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○ 男性社員の育児休業を1人以上取得することとします。

○ 女性社員の育児休業を80%以上とします。

○ 計画期間内の離職率※を25％以下とします。
※離職率(％）＝「期間内の離職者数÷期首の在籍者数×100」

○ 所定外労働時間を10％削減します。

～具体的な取組み～

• ヒアリングを実施するとともに、育児休業制度に関する周知を会社全体に行いま
す。男性労働者を対象にした利用促進チラシを作成、周知します。

• 管理職に向けた職場風土の改革に関する研修等へ参加します。

• 相談窓口を設置し、定期的な面談を行います。

• 自社における働き方について、経営トップからアピールします。またスキルアップの
資格取得等の支援を行います
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